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特記仕様書

１．共通仕様書の適用

本業務の施行にあたっては、秋田県測量業務共通仕様書（令和７年 10 月１日以降適用）及び秋田

県設計業務等共通仕様書（令和７年 10 月１日以降適用） (以下、「共通仕様書」という)に基づき実

施しなければならない。

２．共通仕様書に対する特記事項

共通仕様書に対する特記仕様事項は次のとおりとする。

第１章 総則

第１条 適用

本特記仕様書は、「管財災委第１号 法定外道路災害復旧測量設計業務委託（七日市字岩脇囲ノ内

地内）」（以下、「本業務」という）に適用する。

第２条 目的

本業務は、用地測量により境界を復元し、道路敷内で復旧可能な工法の比較検討及び決定した工法

の詳細設計図書を作成することを目的とする。

第３条 打合せ等

業務着手時、中間打合せ５回、業務完了時の計７回を予定している。打合せ時期については、調査

職員の指示する日または業務担当者が必要とする日に行うものとする。

第４条 業務計画書

業務計画書は、共通仕様書に基づき作成するものとし、業務計画書には下記事項を記載するものと

する。

（１）業務概要

（２）実施方針

（３）業務工程

（４）業務組織計画

（５）連絡体制（緊急時含む）

（６）その他

第５条 貸与資料

貸与する資料は、以下のとおりとする。

（１）本業務実施に必要な資料については別途協議の上貸与する。

第６条 疑義

本特記仕様書及び共通仕様書に定めない項目、または疑義が生じた場合は、調査職員と協議するも

のとする。



第２章 設計業務等一般

第１条 路線名及び所在地

本業務の路線名、業務地は以下のとおりとする。

（１）路線名：法定外道路

（２）業務地：北秋田市七日市字岩脇囲ノ内 地内

第２条 業務内容

本業務の内容は、下記のとおりとする。

１．測量業務

（１）３級基準点測量 Ｎ＝２点

（２）現地測量（1/500） Ａ＝0.002km2

（３）路線測量 Ｌ＝0.07km

（４）用地測量 Ａ＝3,400m2

２．道路設計業務

（１）道路詳細設計（B） Ｌ＝0.03km

（２）一般構造物詳細設計（大型ブロック積擁壁） Ｎ＝１箇所

第３条 成果品の作成

本業務の成果品として、下記（１）～（５）を提出するものとする。

（１）業務報告書（測量成果一式、道路設計一式）

（２）図面等 １式

（３）一般構造物比較検討資料

（４）概算工事費資料（１２月末までに算出すること）

（５）その他、調査職員が指示したもの

第４条 報告書の様式

報告書の様式及び提出形態は、次のとおりとする。

（１）報告書（チューブファイル） １部

（２）電子データ、ＣＤ－Ｒ等 ２部
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現場説明書（条件明示）

本業務の施行にあたっては、秋田県測量業務共通仕様書（令和７年 10 月１日以降適用）及び秋田県

設計業務等共通仕様書（令和７年 10 月１日以降適用）を参考とし、以下の事項を条件とします。

１．参考図書

設計図書の他に提示する「参考図書」については、入札参加者の迅速な見積りに対しての資料とし

て提示するもので、請負契約上拘束するものではありません。

２．積算基準

業務委託料の積算は以下の基準に基づき実施しています。

・秋田県設計業務等標準積算基準書及び参考資料（令和７年 10月以降適用）

３．委託全般

当該業務委託における業務内容について、明示されなかった新たな事項が発生した場合は別途協議

することとします。

４．積算条件

本設計書は下記条件にて積算しています。

（１）測量業務

① 地域による変化率 平地・耕地

② 縮 尺 1/500

③ 作 業 量 0.002km2

④ 交通量による変化率 0～1,000 台未満/12 時間

⑤ 曲線数による変化率 単曲線換算曲線数 2

⑥ 測量幅による変化率 45m 未満

⑦ 測点間隔による変化率 測点間隔 10m

（２）道路設計業務

【道路詳細設計(B)】

① 地 形 に よ る 割 増 平地

② 車線数による割増 1～2 車線

③ 複 断 面 の 延 長 0km

④ 暫 定 計 画 しない

⑤ 歩 道 等 の 設 計 しない

⑥ 取付道路,付替水路,横断管渠等 いずれも設計しない



⑦ 道路環境関連施設の設計 しない

⑧ 特 殊 法 面 の 設 計 道路設計と一体で行わない

⑨ 路床入替等の処理に対する設計 含めない

⑩ 施工途中の車線変更等の設計 含めない

⑪ 工区ごとに成果品を分割 含まない

【一般構造物詳細設計（大型ブロック積擁壁）】

① ス ベ リ 安 定 計 算 行う

② 増 減 率 適 用 条 件 条件なし

③ 設 計 断 面 数 1断面

④ 現 地 踏 査 箇 所 数 1箇所

５．打合せ

打合せは業務着手時、中間５回、業務完了時の合計７回として積算しています。

６．旅費交通費

旅費交通費は「秋田県設計業務等標準積算基準書（参考資料）（令和７年 10 月以降適用）」第１編第

２章第１節１－３－１「旅費交通費の率を用いた積算（宿泊，滞在を伴わない業務の場合）」に基づき

積算しています。

７．基準点

３級基準点を２点計上していますが、現地状況を確認の上、協議により変更することとします。

８．冬期歩掛補正

冬期屋外作業の労務費について補正を行っていませんが、外業期間に合わせ設計変更することとし

ます。


